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Ⅰ．基本的な考え方 

 

１．策定の趣旨 

（１）背景 

日本の総人口は、２００８年の１２，８０８万人をピークに減少に転じており、国立社

会保障・人口問題研究所の推計によれば、２０４５（令和２７）年に１０，８８０万人、

２０７０（令和５２）年には８，６９９万人まで減少すると推計されている。 

２０１４年１２月、国は、人口減少と地域経済縮小の克服による地方創生に向けて、人

口、経済、地域社会の課題に対して一体的に取り組む「第１期まち・ひと・しごと創生総

合戦略」を閣議決定した。２０１９年１２月、第１期での地方創生について、「継続を

力」にし、より一層充実・強化するため、「第２期まち・ひと・しごと創生総合戦略」を

閣議決定した。２０２２年１２月、これまでの地方創生の取組により蓄積された成果や知

見を活かしながら、デジタルの力を活用し「全国どこでも誰もが便利で快適に暮らせる社

会」を目指すため、「デジタル田園都市国家構想総合戦略」を閣議決定した。その後、２

０２５年１２月、同戦略を変更する形で、地方の潜在力を引き出しつつ国民の暮らしと安

全を守り、地方に活力を取り戻すことを目指す「地方創生に関する総合戦略～これまでの

地方創生の取組のフォローアップと推進戦略～」を閣議決定した。 

これを受けて津別町は、「第１期津別町まち・ひと・しごと創生総合戦略」（以下、「第

１期津別町総合戦略」とする）、２０２０年４月に、「第２期津別町まち・ひと・しごと創

生総合戦略」（以下、「第２期津別町総合戦略」とする）を策定した。 

津別町は、これを受けて、今後４か年の施策の方向を提示する「第３期津別町まち・ひ

と・しごと創生総合戦略」（以下、「第３期津別町総合戦略」とする）を策定する。 

 

（２）津別町における人口減少を取り巻く状況 

①人口動向 

津別町の総人口は、１９６０（昭和３５）年の１５，６７６人をピークに減少し、

２０２０（令和２）年の総人口は４，３７３人となっており、ピーク時に比べ７２．

１％の減少となっている。人口減少率（２０１５年→２０２０年）は、オホーツク管

内でも最も高くなっている。 

津別町における結婚・出生に関する傾向をみると、津別町の２０歳～３９歳の有配

偶率は男女ともに減少傾向で推移しており、また、２０２０（令和２）年の出生数に

おける３０歳以上の母が生んだ子どもの数は５割を超え、晩産化が進んでいる。 

一方、人口移動の傾向をみると、「１５歳～１９歳」「２０歳～２４歳」の進学・就

職による転出が多く、特に「１５歳～１９歳」は恒常的に転出超過となっている。ま

た、中高年世代においては、子どもの小・中学校への進学、高齢者の介護等を機に転

出するケースもみられる。 

こうした状況が今後も改善されなければ、２０４５（令和２７）年における津別町

の総人口は２，１６６人まで減少すると予想される（社会保障・人口問題研究所の推

計）。 
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津別町の総人口及び年齢 3 区分別人口の推移（1955 年～2070 年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典）２０２０年までは国勢調査（合併も考慮）、２０２５年以降は「日本の地域別将来推計人口（２０
２３（令和５）年１２月推計）」（国立社会保障・人口問題研究所）に基づき作成 

 

オホーツク管内における人口増減率の比較（２０２０年→２０２５年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典）総務省「国勢調査」 
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②経済・社会 

＜農業・林業＞ 

津別町の農業産出額（２０２２年）は、１２１億４，０００万円とオホーツク管内の

産出額（２，０５６億５，０００万円）の５．９％となっている。 

販売農家の世帯員数は、２０１０年の７７５人から２０２０年には３７８人に減少し

ており、今後も農村部の人口減少が進むと予測される。他方、人口減少に伴い、津別町

の農地は年々集約化が進んでおり、１経営体数当たりの経営耕地面積は、２０１０年の

２６．２ｈａから２０２０年には３５．３ｈａに拡大している。 

また、林業においては、林業従事者数の減少と高齢化が進んでおり、６０歳以上が５

割弱（２０２０年）となっている。 

＜製造業＞ 

津別町は、町の総面積（７１６．８０ｋｍ２）の８６％が森林であり、古くから木材

の加工・木製品の製造など、林業に関連する産業が発展してきた。 

津別町を代表する製造業である「木材・木製品製造業」の工業出荷額（２０２１年）

は１９３億５，０００万円となっており、オホーツク管内（３７４億３，０００万円）

の５１．６％を占める。 

また、「木材・木製品製造業」の就業者数（２０２１年）は、４７９人となっており、

オホーツク管内の木材・木製品製造業の就業者数（１，２３７人）の３８．７％を占め

ている。 

若い世代の流出、高齢化の一層の進展により、今後、一層の人口減少が進むことが予

測される中、津別町の主要産業である農業、林業、製造業が引き続き活力を持ち、地域

経済を支える役割を果たせるよう、産・官・金等の連携による体系的な施策・事業の展

開が重要となる。 

＜商業＞ 

津別町の卸・小売業における事業所数をみると、卸売業は概ね横ばいであるものの、

衣服・身の回り品、飲食料品等の小売業は減少している。また、従業者数も事業所の推

移と同様、小売業の従業者数の減少が大きい。 

２０２５年に実施した通勤者アンケート結果によると、津別町への移住を検討する上

でのデメリットとして、「食料品や日用品の買い物が不便になる」と回答した人が最も

多く、２３．６％を占める。このことから、通勤者アンケートで継続的に示されてきた

「食料品・日用品を気軽に購入できる環境への要望」は、町外在住の通勤者においても

依然として大きな課題である。また、２０２５年に実施した町内事業所への従業員採用

状況調査により、町内で働く従業員の約５割が町外から通勤していることが分かってい

ることから、仕事は津別町だが生活は近隣市町を選択する人が少なからず存在している

ことがうかがえる。 

食料品や日用品の買い物環境の充実は、定住促進に不可欠の要素であると同時に、Ｕ

ターン希望者や移住希望者にとっても重要な視点となると考えらえることから、総合戦

略の推進において、地元商業の維持発展に加え、ドラッグストア等を含む生活必需品の

購買機能の確保に向けた取組が必要となる。 
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２．津別町における「まちづくり」の基本方針 

津別町では、こうした人口動向の現状と将来推計を踏まえ、引き続き、以下の２点を

将来のまちづくりの基本方針とする。 

 

（１）地域資源を活用したコンパクトなまちづくりに取り組み、子育て世代や高齢者

が安心してくらせる環境整備と雇用の場を創出することによって、かつてのＤＩＤ（人

口集中地区）を中心とした「まちなか地区」を再生し、現在の「まちなか地区」の人口

を１０年後においても可能な限り維持する。 

 

（２）既に過疎・高齢化が進み、今後も人口減少のスピードが加速すると予測される

「周辺地区」については、基礎的な生活関連サービスを維持するとともに、学校跡地等

を利用し３つの拠点（活汲地区・本岐地区・相生地区）を設置し、各地区の特長を生か

しながら、デジタルの力を活用し生活と仕事の場を確保する。 

 

人口の配置と津別町のまちづくり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典）地図データ：国土地理院基盤地図情報、メッシュデータ：２０２０国勢調査 

 

３．まち・ひと・しごとの創生と好循環の確立 

津別町では、これらの取組を個別的課題への対症療法としてではなく、「第３期津別

町総合戦略」として各施策・事業に体系的、一体的に取組み、施策・事業の相乗効果

を発揮させることにより、「まち・ひと・しごとの創生」に向けた自立的かつ持続的な

好循環の確立を目指す。 
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４．津別町人口ビジョンにおける将来展望 

（１）希望出生率の実現 

津別町の合計特殊出生率は減少傾向で推移しているものの、全国平均を上回る値で推

移し２０１８年－２０２２年は１．４４となっている。２０１５年第１期総合戦略策定

時に実施した町民アンケート調査の結果から、町民（２０歳～３４歳）の結婚・出生に

関する意向に基づき算出した「希望出生率」は２．１１であり、第３期津別町総合戦略

においても引き続き中長期的にこの水準の実現を目指す。 

 

（２）都市圏の自治体や大学等との連携による移住・定住の促進 

都市との経済・文化交流事業の推進や都市圏等の大学と津別町の高校生等の交流（研

究、合宿など）を通じた交流人口・関係人口の拡大と移住・定住の促進により、地域の

活性化を図る。 

 

（３）将来人口の展望 

上記の（１）、（２）を中心とした継続的な取組とその相乗効果等を踏まえ、津別町の

合計特殊出生率を、２０３０年（令和１２年）に２．０７（人口置換水準）、２０６０

年（令和４２年）に２．１１（希望出生率）と設定し、また、移住定住による社会移動

は、２０６５年時点における社会増減（転出超過）を社人研推計値の５０％程度にとど

める。その結果、２０４５年時点において、津別町の総人口２，４６２人を維持する。 

 

津別町の総人口の長期的見通し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（出典）「日本の地域別将来推計人口（２０２３（令和５）年１２月推計）」（国立社会保障・人口問題研究

所）に基づき作成 
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なお、将来人口の展望として推計した値（津別町独自推計）を年齢 3区分別に見ると、

年少人口の割合が２０１０年の水準である１０％に回復するのが、２０６５年（第２期で

は２０６０年）となっている。また、生産年齢人口の割合は、２０５０年（第２期でも２

０５０年）を境に増加に転じる。老年人口の割合は、２０４５年（第２期では２０５０

年）をピークに減少に転じる。 

年齢３区分の人口の推移については、２０２０年から老年人口が生産年齢人口を上回っ

ているが、２０５０年（第２期では２０６０年）を境に、生産年齢人口が老年人口を上回

ることが見込まれる。 

 

津別町独自推計の年齢 3区分別人口推移 
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Ⅱ．政策の企画・実行に当たっての基本方針 

 

１．津別町総合戦略の目的と地域ビジョン 

第３期津別町総合戦略においては、「津別町人口ビジョン」の将来展望に基づき、次

の２点を総合戦略の目的及び地域ビジョンとして設定する。 

 

Ⅰ．豊かな自然環境と地域資源を活かし、津別町で働き、暮らしたいと思える活力あるま

ちをつくる。 

 

Ⅱ．自然豊かな生活環境を次世代へ継承するとともに、誰もが安心して暮らせる地域社会

をつくる。 

 

２．第３期津別町総合戦略の位置づけと総合計画との対応関係 

「第３期津別町総合戦略」は、「第６次津別町総合計画」における各分野の施策や事

業との整合性をとるとともに、中長期的視点に立った人口減少対策として新たな施策

や事業を盛り込み、「津別町人口ビジョン」における将来展望を踏まえた長期的な総合

戦略として策定するものである。 

 

３．計画期間 

「第３期 津別町総合戦略」は、２０６０年における津別町の姿（「津別町人口ビジ

ョン」の将来展望）を踏まえ、本戦略において策定した基本方針、基本目標及び各施

策に基づき、２０２６（令和８）年度～２０２９（令和１１）年度の４年間を計画期

間と設定する。 

 

４．広域連携の推進 

本町と約４０年にわたる交流の実績がある千葉県船橋市との連携事業を推進すると

ともに、今後、近隣自治体との連携を視野に入れ、「まち・ひと・しごと」に関連した

多分野の協力・連携体制を構築していく。その一つとして、津別町では、２０１９

（令和元）年１０月に北見市と北見地域定住自立圏形成協定を締結し、北見市を中心

市とした美幌町・津別町・訓子府町・置戸町の 1市 4町を圏域として、相互に役割を

分担し、連携を図りながら、生活機能の確保や地域住民の利便性向上など、圏域全体

の活性化と魅力あふれる地域づくりを進める。 

更に北海道が推進する道外自治体との連携を踏まえ、近隣自治体等と東京２３区と

の広域的な連携事業に積極的に参加していく。 

また、津別町では、２０１１（平成２３）年に東京都港区と協定を締結し、国内林

産業の活性化及び低炭素社会の実現に貢献する活動を展開しており、今後も引き続き

取組を推進していく。 
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① 強い経済 

５．政策検証の枠組み 

地方創生に係る地方版総合戦略の策定及び検証を目的に設置した津別町創生総合戦

略会議において、毎年度事業効果の検証と計画の見直しを行う。 

検証に際しては、①住民満足の視点、②財政的視点、③各種事業・活動成果の視

点、及び④定着・発展性の視点、の４つの観点から、定量的または定性的な評価を行

うこととする。 

 

「第３期 津別町まち・ひと・しごと創生総合戦略」策定及び検証の体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

６．国の総合戦略における施策の方向性 

 国の総合戦略における施策の方向性は以下の通りとなっており、地方はこれを勘案

した施策の検討が求められている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 選ばれる地方 ② 豊かな生活環境 

地域における 

高付加価値型産業創出 

魅力が感じられる 

地方の実現 

持続可能な 

生活インフラの実現 

地域の人材力強化 
地域の暮らしの 

満足感向上 
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Ⅲ．基本目標と施策展開の方向 

津別町では、「第３期津別町総合戦略」における政策の企画・実行に当たっての基本

方針に基づき、下記の施策体系により、事業を推進していくものとする。 
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基本目標１「津別町にしごとをつくり安心して働けるようにする、これを支え

る人材を育て活かす」 

 

１．基本的方向 

 

津別町の産業別人口は、農業、製造業、卸・小売業、医療・福祉が多く、産業別従業

者数の特化係数でみると、農業・林業、製造業の値が高くなっている。こうした本町の

産業特性を活かし、ロボット技術や情報通信技術などの新しい技術を活用して省力化や

精密化などを進めた魅力ある農業・林業の基幹産業及び関連産業における雇用の一層の

創出を目指す。 

また、津別町の商業は、卸売業は概ね横ばいであるものの、衣服・身の回り品、飲食

料品等の小売業の減少に伴い、従業者数も減少している。２０２５年に実施した通勤者

アンケート結果によると、「食料品や日用品の買い物環境の充実」を求める意見が最も

多く、食料品や日用品の買い物環境の充実は、町外在住の通勤者においても依然として

大きな課題であり、定住促進に不可欠の要素である。地元商業の維持発展に向けて、特

に、小規模事業者における若者の常用雇用に対して支援するとともに、北海道内外での

物産展や商談会への参加を積極的に支援し、域外から外貨を稼ぐ機会を創出していく必

要がある。 

さらに、町内に在住する障がい者の多くが町外の施設等に通学・通所しており、また

訪問調査により世帯の約２％にひきこもりがいることが確認されたことから、障がい者

や生活困窮者等が町内で暮らし、安定的に働くことができる環境整備を推進する。 

 第６次総合計画策定に関する町民アンケート結果では、町の取り組みで重要だが満

足度が低いものとして「雇用の場の拡大」「人材育成の推進（担い手対策）」を挙げる

意見が多いことから、地方創生を担う人材のさらなる活躍の促進と、多種多様な働く

場の創出を推進する。 

 

２．数値目標 

 

（１）町内の事業所数を４年後も維持する。（２５０事業所程度） 

（２）町内の事業所従業者数を４年後も維持する。（２，２００人台） 
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３．施策体系と重要業績指標（ＫＰＩ） 

 

（１）林業・木材加工業の振興による雇用創出 

○伐採・造林から加工流通まで持続可能な仕組みを構築し、人・木・森を育て新たな価

値を創出する未来へと繋ぐ森林産業の振興を図り、地域に安定した雇用を創出する。 

【KPI】町内の事業所従業者数を４年後も維持する。（２，２００人台） 

（２）農業や林業等を中心とする地場産業振興による雇用創出、及び６次産業化の推進 

 

○ロボット技術や情報通信技術を活用して省力化や精密化などを進め、持続可能で創造

性の高い魅力ある農業や林業等の振興により、雇用を創出するとともに、新たな６次

産業化へ向けた取組を推進する。 

【KPI】地方創生事業を通じた地場産品の製造・販売や 6次産業化に関連する新規雇用増 

（４年間で延べ２人） 

（３）福祉関連事業の支援と障がい者と生活困窮者等の働く場の確保 

○津別町内に障がい者や生活困窮者等の就業や訓練の場を確保し、障がい者本人とその

家族が安心して津別町に住み続けられる環境を整備する。 

【KPI】障がい者等の地元での就労機会の拡大（４年間で４人増加） 

（４）地方創生を担う人材・組織のさらなる活躍の促進 

 

○まちづくり・地域づくりに参画する地域人材を巻き込み、活動人口の拡大を図る。 

〇民間と行政とが連携した持続可能なまちづくりを推進する。 

〇ふるさと教育を通じて地域愛を醸成する。 

〇地元の高校生や地域の若者と大学教員・学生との定期的な交流を通じ、津別町の次世

代を担う人材の育成を図る。 

〇多種多様な働く場を広げ、女性、高齢者、障がい者、外国人、帰国子女など誰もが笑

顔で働くことができる労働環境の整備（短時間勤務、テレワーク、パラレルワーク、

ワークライフバランスの推進等）と、生活環境の整備（相互文化理解、コミュニケー

ション教育等）を行う。 

〇インターンシッププログラム等を活用し、ＵＩＪターンによる起業者・就業者・事業

承継者を創出する。 

〇役場職員のさらなる活躍を促進する。（民間事業者と同じスピード感で協働するため

の業務効率化、官民協働を通じた人材育成等） 

【KPI】インターンシッププログラム等を通じたＵＩＪターンによる起業者・就業者・事

業承継者の創出（４年間で延べ８人） 
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基本目標２「津別町への新しいひとの流れをつくる」 

 

１．基本的方向 

 

津別町では、進学や就職を機に若い世代の町外への転出者が多く、また、基幹産業を

含む産業全体で、後継者や従事者の不足が課題となっている。 

第６次総合計画策定に関する町民アンケート結果では、町の取り組みで重要だが満足

度が低いものとして「空き家・空き店舗対策」「企業誘致や起業支援」「移住定住対策」

を挙げる意見が多いことから、創造・革新・交流が生み出す好循環が人を惹きつけ新た

なビジネスを創出するまちづくりを通じて、新たな雇用を創出するとともに、地元特産

品等の購入者等との交流拡大を通じて一層の観光振興と関係人口の拡大を図り、移住定

住につなげる取組を継続的に推進していく。 

また、都市圏の大学等と町民（地元高校生等を含む）の交流を一層深め、地域で若者

が多様な活動を行う機会と場を創っていく。 

さらに、定住促進及び移住者の受け入れに当たっては、商業活性化により、日常生活

に不可欠な基本的な生活サービスや交通利便性の維持・向上に取り組むとともに、住宅

の新築・購入・改修等に対する支援や適切な情報提供等により、自然と調和し、安心で

快適な住環境が整備された住みやすいまちづくりを行っていく。 

 

 

２．数値目標 

 

（１）交流人口、移住者数の増加 

（移住定住サポートデスクを通じた転入者４年間で延べ８０人） 

（２）観光入込者数の増加（４年間で１６％増加） 
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３．施策体系と重要業績指標（ＫＰＩ） 

 

（１）都市圏の自治体等との交流活性化による移住促進 

○人と人、地域と地域の繋がりから、関係人口拡大や移住者受入を促進し、多彩な魅力と

価値を創出する。 

〇地元メディアと連携した情報発信力と戦略的シティプロモーション施策の推進を通じ

て、津別町の特産品や自然環境等を都市住民へ広くＰＲし、町内特産品等の物販の拡大

及び、関係人口の創出を図る。 

【KPI】交流人口、移住者数の増加 

（移住定住サポートデスクを通じた転入者４年間で延べ８０人） 

 

○地域資源の価値を高める持続可能で戦略的な観光地域づくりの推進により、交流人口・

関係人口の拡大を図る。 

〇観光協会の体制強化と、広域観光の推進を図る。 

○交流人口・関係人口の拡大を契機として、移住者等に対する多様性を受け入れ、都市圏

の居住者を中心に「観光（知る）」、「継続的な訪問や二拠点居住（関わる）」、「移住・定

住（住む）」へと段階的に移住・定住促進に向けたＰＲと支援を行う。 

〇スポーツ合宿等訪問者やふるさと納税者、町外にいる出身者等、継続的に町と関わり

を持つ「津別ファン」を巻き込んだまちづくりの推進を図る。 

【KPI】観光入込者数を１６％増加（４年間で１６％増加） 

 

（２）都市圏の企業のサテライト・オフィス等の誘致促進 

○ＳＤＧｓを共通言語とした、企業とのパートナーシップによる雇用機会の増加と社会

課題の解決を図る。 

〇町内にいながら都市圏の仕事をするためのワーケーション、テレワーク環境を整備す

る。 

○都市圏の障がい者福祉等に取り組む団体との連携により、障がい者の働く場、及び支

援者（団体事務職員、支援員等）の雇用を確保する。 

【KPI】新規事業者の増加とそれに伴う雇用者増（４年間で延べ２事業者、４人） 

 

（３）移住者・定住者のニーズに合った住宅の確保 

○津別町に定住する人に対して、住宅の新築・購入・改修等に対する支援を行う。 

○津別町を訪れた人が地域の人と繋がる仕組みを提供し、津別町への移住・定住を希望

する人への住まい、暮らし、しごと等の情報を一元的に提供する仕組みを充実させる。 

【KPI】空き家バンク経由で成約した物件数（４年間で延べ４０件） 
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基本目標３「若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる、誰もが活躍で

きる地域社会をつくる」 

 

１．基本的方向 

 

津別町の合計特殊出生率は減少傾向で推移しているものの、全国平均を上回る値で推

移し２０１９年－２０２４年は１．４４となっている。第６次総合計画策定に関する町

民アンケート結果では、今後１０年間で力を入れるべき取り組みとして、３０代では「保

育サービスや子育て支援」が上位となったことから、子どもの医療費や保育料等の軽減

を図り、本町で子育てをする世代の経済的負担を軽減し、津別町で安心して子育てがで

きる環境を一層充実させ、子育てしやすく、子供がすくすく育つ、子育て世代に選ばれ

るまちづくりを推進する。また、都市圏在住者との交流事業等を通じて、異業種交流等

の男女の自然な出会いの機会を創出する。 

こうした取組の継続により、「津別町人口ビジョン」における将来展望に示した町民

の希望出生率２．１１の実現を目指す。 

さらに、夢や希望を持って、未来を切り拓く子供を育む「津別ならでは」の教育環境

の一層の充実を図り、地元高校生等の学力向上や進学を支援し、津別町の将来を担う人

材を育成する。 

 

２．数値目標 

 

（１）４年後（２０３０年）に合計特殊出生率１．８６を目指す。 

（２０３５年に２．０７、２０６０年に２．１１を目指す） 

（２）子育ての環境として津別町を選び、転入する世帯数（４年間で８組） 
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３．施策体系と重要業績指標（ＫＰＩ） 

 

（１）安心して子育てができる環境の整備 

 

○子どもの医療費や保育料等の軽減を図り、子育て世代の経済的負担を軽減し、津別町

で安心して子育てができる環境を整備する。 

【KPI】子育て支援施策全般の取組に対する満足度向上 

（住民満足度調査「おおむね満足」「満足」の割合８０％以上） 

（２）男女の出会いの場と機会の確保 

 

○異業種交流等の男女の自然な出会いの機会を創出する。 

【KPI】異業種交流等の自然な男女の出会いの機会創出 

（町内での異業種交流会等のイベント開催４年間で１６回） 

（３）教育環境の充実 

 

○津別町の小・中・高校生の学習環境の整備や文化・スポーツ等を通じた海外等との交

流機会を創出し、津別町における教育環境の一層の充実を図る。 

〇いきいきと学び、健康的で心豊かな人生を送るための生涯学習・スポーツの推進を図

る。 

〇地元唯一の高校である津別高校の入学者を確保し、持続可能な教育・人材育成を行っ

ていくための取り組みを戦略的に行う。 

【KPI】津別町内の小中高生の町外・海外研修への参加者数を４年後も維持する 

（年間７０名） 

【KPI】津別高校の持続可能な教育を維持するため入学者数を毎年２０名以上確保する 

（津別高校の入学者数毎年２０名以上） 

（４）誰もが活躍できる地域社会をつくる 

 

〇女性が輝くまちづくりを推進する。 

〇年齢や障がいの有無等を問わず誰もが、居場所と役割を持ち、つながりを持って支え

あい、それぞれの能力を生かしてコミュニティの中で活躍できる「ごちゃまぜ」の場

（多世代交流拠点・多世代生活拠点）づくりを推進する。 

【KPI】多世代交流拠点・多世代生活拠点の整備件数（４年間で１件以上） 
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基本目標４「時代に合った地域をつくり、安心なくらしを守るとともに、地域

と地域を連携する」 

 

１．基本的方向 

 

津別町における人口減少と高齢化のスピードは、「まちなか地区」と「周辺地区」と

では大きな差があり、各地区に空き家が増加する等、今後、高齢化や人口減少に対応し

たまちづくりが求められる。 

津別町では、ずっと暮らし続けたいと思える安全・安心な生活環境の整備を推進する

ため、快適・安心で潤いのある生活を支え人とまちの魅力をつなぐ持続可能な交通体系

の構築や、安心した生活を支える地域医療の充実と健康で暮らせる環境づくりを行う。 

また、人と暮らしと緑を未来へ繋ぐ「エコタウンつべつ」実現のため、保有する地域

資源を活用した再生可能エネルギーの利活用と、省エネに取り組みエネルギー自給率の

向上を目指すとともに、経済が地域内で循環され、持続可能で豊かな生活が楽しめるま

ちづくりを進める。 

それらの取り組みを持続可能なものとするため、次世代のまちづくりの担い手人材の

育成による持続可能な地域運営の推進を図り、町外への経済の流出を抑制し、地域内で

経済が循環する仕組みの構築を目指す。 

 

２．数値目標 

 

（１）２０代～４０代の町民の津別町全体に対する満足度の向上 

（全体平均８０％を目指す） 

（２）町外から町内事業所に通勤する従業員の割合（４年間で４％減少） 

（３）周辺地区を小さな拠点として整備する。 

（令和１１年度までに１箇所の小学校跡地等を利活用） 
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３．施策体系と重要業績指標（ＫＰＩ） 

 

（１）まちなか居住の推進によるコンパクトなまちづくり 

 

○行政、住民、民間事業者、大学等の研究機関との協働と地域資源の活用により、津別

町のまちなか地区の再生を図り、人口減少、少子高齢化に対応したコンパクトなまちを

つくる。 

【KPI】４年後（２０３０年）のまちなか地区の人口２，５００人維持 

（２）小学校跡地等の活用による小さな拠点の整備 

 

〇人口減少・高齢化が加速する周辺地区に住み続ける人に対する安心・安全を確保する

「まちづくり」を行う。 

○津別町の周辺地区（活汲・本岐・相生）の小学校跡地等を有効活用し、若者の研修及

び雇用の場などを整備し、周辺地区の活性化を図る。 

【KPI】町内の事業所従業者数を４年後も維持する。（２，２００人台）[再掲] 

（３）高齢者や障がい者等が安心して生活できる環境の整備 

 

○津別町内に障がい者の就業や訓練の場を確保し、障がい者本人とその家族が安心して

津別町に住み続けられる環境を整備する。 

○つながり、共に支え合い、誰もが生きがいを持って暮らせる「地域共生社会」のまち

づくりを推進する。 

○医療・福祉ニーズの多様化に対応し、誰もが住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを

続けられる環境を整備する。 

【KPI】障がい者等の地元での就労機会の拡大（４年間で４人）［再掲］ 
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○津別町創生総合戦略会議設置条例 

平成27年5月26日条例第29号 

 

 

（設置） 

第１条 まち・ひと・しごと創生法（平成26年法律第136号）第10条第１項に規定する市

町村まち・ひと・しごと創生総合戦略について、重要な事項の審議、検証等を行うため、

津別町創生総合戦略会議（以下「会議」という。）を設置する。 

（所掌事項） 

第２条 会議は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項を審議する。 

(１) 人口問題対策の総合企画に関すること。 

(２) 津別町まち・ひと・しごと創生総合戦略（次号において「総合戦略」という。）の

策定に関すること。 

(３) 総合戦略に基づく施策の実施状況及び効果の検証に関すること。 

（専門機関との連携） 

第３条 会議は、前条に定める事項について、町が委託する研究機関その他の専門的な知

見を有する機関と共同で調査研究を行い、計画を策定するものとする。 

（委員） 

第４条 会議は、委員10人以内で組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。 

(１) 町内の企業又は経済団体等の代表者 

(２) その他町長が適当と認めた者 

（任期） 

第５条 委員の任期は、委嘱の日から５年とする。 

２ 町長は、委員に欠員が生じた場合は、補欠委員を委嘱することができる。 

３ 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（会長及び副会長） 

第６条 会議に、会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。 

２ 会長は、会議を代表し、会務を総理する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第７条 会議は、会長が招集する。 

（庶務） 

第８条 会議の庶務は、住民企画課において処理する。 

（その他） 

第９条 この条例に定めるもののほか、会議の運営について必要な事項は、会長が会議に

諮って定める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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津別町創生総合戦略会議 委員一覧 

   

No. 団体名 氏名 

1 津別町社会福祉協議会 房  田   敏  彦 

2 津別町建設業協会 清  水   靖  則 

3 津別町農業協同組合 佐  野   成  昭 

4 津別町商工会 中  島   浩  一 

5 津別地区林業協同組合 加 賀 谷   雅  治 

6 丸玉木材株式会社 齋  藤   貴  行 

7 丸玉木材津別病院 山  本   敏  昌 

8 網走信用金庫 野  口   智  史 

9 北見信用金庫 松  山   敏  彦 

10 津別郵便局 篠  森   紀  仁 
   

津別町創生総合戦略会議 出席者一覧 

   

No. 団体名 氏名 

1 津別町長 佐  藤   多  一 

2 津別町副町長 伊  藤   泰  広 

3 津別町住民企画課 迫  田     久 

4 津別町住民企画課企画係 平  塚   恭  輔 

5 津別町住民企画課企画係 竹  村   章  弘 

 

 


